
12

新
社
会
人
交
流
会

　

就
職
を
お
祝
い
し
、
今
後
の
活
躍
を
応

援
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
を
機
会
に
、

仲
間
の
輪
を
広
げ
て
み
ま
し
ょ
う
！

５
月
15
日
㈬

　

午
後
1
時
30
分
～
5
時

サ
ン
テ
ラ
佐
渡
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ

�

４
月
以
降
に
市
内
の
事
業
所
に
雇
用
さ

れ
た
若
者
（
お
お
む
ね
39
歳
以
下
）

※�

個
人
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
方
や
家
業
に
入
ら

れ
る
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

�

社
会
人
マ
ナ
ー
に
関
す
る
こ
と
、
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
な
ど

�

・

勤
務
先
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙

に
ご
記
入
の
上
、
勤
務
先
を
通
じ
て
４

月
26
日
㈮
ま
で
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
な
ど

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

佐
渡
市
雇
用
促
進
協
議
会

　

（
畑
野
商
工
会
内
）

　

☎
66
―
２
４
５
８　

66
―
３
４
６
５

「
鬼
太
鼓
の
森
」 

　
　
　

育
樹
イ
ベ
ン
ト

　

太
鼓
の
材
料
と
な
る
ケ
ヤ
キ
の
育
樹
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

５
月
18
日
㈯　

小
雨
決
行

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時

鬼
太
鼓
の
森

　

（
田
野
沢
地
区
の
国
有
林
内
）

�
ケ
ヤ
キ
の
育
樹
（
下
刈
り
）
、
コ
ー
ス

タ
ー
作
り
体
験
、
樹
名
看
板
設
置

※
作
業
終
了
後
、豚
汁
サ
―
ビ
ス
あ
り
。

25
人
（
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

５
月
10
日
㈮

�

・

「
鬼
太
鼓
の
森
づ
く
り
」
協
議
会

事
務
局
（
産
業
観
光
部
農
林
水
産
課

　

林
業
振
興
係
）
☎
63
―
３
７
６
１

新
潟
県
美
術
展
覧
会 

　
　
　
　
　
　
「
佐
渡
展
」

６
月
12
日
㈬
～
16
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

両
津
総
合
体
育
館

前
売
券　

４
０
０
円

　

（
当
日
券　

５
０
０
円
）

※�

大
学
生
以
下
の
方
や
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
無
料
で
す
。

前
売
券
の
取
り
扱
い
場
所

　

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
、
各
地
区
公

民
館
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
佐
渡
、
中
央

図
書
館
、
佐
渡
版
画
村
美
術
館

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　

社
会
教
育
係　

☎
58
―
７
３
５
６

相
　
　
談

司
法
書
士
に
よ
る 

　
　
　
　

無
料
法
律
相
談

４
月
22
日
㈪
～
26
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
23
―
３
５
５
８

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る 

　
　
　
　
　
　

無
料
相
談

４
月
22
日
㈪
～
26
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

土
地
家
屋
調
査
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
52
―
６
２
５
２

募
　
　
集

老
朽
危
険
廃
屋
対
策 

　
　
　
　
　
　

支
援
事
業

�

老
朽
危
険
廃
屋
の
所
有
者
ま
た
は
相
続

人
で
、
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方

対 

象
建
物　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
空

き
家
が
対
象
で
す
。

１�　

市
内
に
あ
る
個
人
ま
た
は
集
落
が
所

有
す
る
住
宅
・
物
置
等

２　

使
用
す
る
方
が
い
な
い
も
の

３�　

周
囲
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
、
ま
た
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
も
の

４�　

屋
根
・
柱
そ
の
他
の
主
要
構
造
物
の

腐
朽
ま
た
は
破
損
な
ど
に
よ
り
、
著
し

く
危
険
性
の
あ
る
も
の

５�　

補
助
を
受
け
る
目
的
で
故
意
に
破
損

な
ど
を
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
も
の

対 

象
経
費　
市
内
の
解
体
事
業
者
等
に
依

頼
し
て
行
う
対
象
建
物
を
敷
地
内
か
ら

す
べ
て
撤
去
・
処
分
す
る
費
用

補 

助
率　
対
象
経
費
30
万
円
以
上
で
、
２

分
の
１
以
内
を
補
助
（
上
限
50
万
円
）

申
請
・
相
談
期
間

　

４
月
11
日
㈭
～
６
月
７
日
㈮

市
民
福
祉
部
環
境
対
策
課

　

環
境
対
策
係　

☎
63
―
３
１
１
３

催

し
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